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粕屋町ふるさとづくり寄附金返礼品提供事業者募集要項 

 

１ 目的 

ふるさと納税制度による粕屋町（以下「町」という。）への寄附促進と本町の魅力や地域特産品

のＰＲ、並びに販路拡大による地域経済の活性化を図るため、寄附者への返礼品提供に協力いただ

ける事業者（以下「返礼品提供事業者」という。）を募集します。 

 

２ 事業概要 

（１）町の返礼品は、寄附者が寄附金額に応じて、ＷＥＢサイトから希望する返礼品を自由に選択

できます。提供いただく物品等が粕屋町ふるさとづくり寄附金の返礼品として認められた場合

は、ＷＥＢサイトを通じて広く紹介します。 

（２）円滑な返礼品の手配、寄附者データの適正管理、問い合わせ対応について、効率的な運営に

万全を期すため、返礼品の取扱業務全般を代行する取りまとめ事業者（以下「委託事業者」とい

う。）に業務を委託します。 

 

（事業イメージ図） 

 

 

 

 

 

  ○返礼品の発注や代金の支払いは、委託事業者を介して行います。 

 

３ 返礼品提供事業者の要件 

返礼品提供事業者は、次に掲げる要件を全て満たす必要があります。ただし、要件を満たして

いる場合であっても、町が返礼品提供事業者として適当でないと認めた場合は、返礼品提供事業

者として承認しないことがあります。 

ア 原則として町内に本社、支社、事業所、工場等がある法人、団体、個人事業者であること。

ただし、町長が特に必要と認めたものについては、返礼品提供事業者として承認する場合があ

ります。 

イ 食品衛生法、食品表示法、商標法、特許法等各種法令等を遵守した生産、製造、販売又はサ

ービスの提供を行っていること。 

ウ 町税のほか、国税、県税等の滞納がないこと。 

エ 代表者等が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律における暴力団の構成員等でない

こと。 

オ 電子メールの送受信及びＷＥＢ閲覧が可能なインターネット環境を有しており、町及び委託

事業者との連絡が電子メールにて確実に取れる状態であること。 

 

 

寄附者 

 

返礼品 

提供事業者 

粕屋町 

（委託事業者） 

①寄附、返礼品選択 ②発注 

④請求書提出 

③返礼品発送 
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４ 返礼品等の要件 

（１）返礼品等は、次に掲げる要件を全て満たす必要があります。ただし、要件を満たしている場

合であっても、町が返礼品として適当でないと認めた場合は、返礼品として承認しないことがあ

ります。 

ア ふるさと納税に係る指定制度において、総務省が定める地場産品基準を満たしていること。

（５～６ページ参考） 

イ 町の魅力を発信し、交流人口の拡大や地域産業の振興につながる要素をもつ返礼品であるこ

と。 

ウ 品質及び数量において、安定供給ができるものであること。ただし、期間限定や数量限定で

供給可能なものは取り扱うこととする。 

エ 返礼品提供事業者が自己又は自己の名をもって生産又は販売しているものであること。 

オ 飲食物の場合は、寄附者に返礼品到着後、少なくとも５日間の賞味（消費）期限が保証され

るものであること。 

カ 金銭類似性の高いもの（プリペードカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信

料金等）でないこと。ただし、町の返礼品として認められたものとのみ交換できるものを除

く。 

キ 資産性の高いもの（電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、

楽器、自転車等）でないこと。 

ク 食品衛生法、食品表示法、農林物資の規格化等に関する法律、商標法、特許法、著作権法、

不当景品類及び不当表示防止法 、不正競争防止法などの関係法規を遵守しているものである

こと。 

ケ 体験型サービス（代行サービス等も含む）においては、次に掲げる要件を全て満たすこと。 

 ・町内及び町施設内にてサービスが提供されること。 

 ・町内の地域資源を利用していること。 

  ・寄附者に対して、サービス提供を受けられることが分かる利用券等を発行し、 

事前に指定日を設けないものについては、送付後１年程度の有効期限を設けることができる

こと。 

・天候等の理由でサービスの提供ができない場合は、代替日等を設定すること。 

・安全性の配慮に努めること。 

 コ 委託事業者が指定する宅配業者により配送が可能な商品等であること。 

 サ 返礼品に関する情報（返礼品の説明文や写真データ等）が提供可能であること。写真データ

等について、返礼品提供事業者以外の第三者が著作権を持つ画像を使用する場合には、必ず利

用の許諾を受けていること。 

（２）（１）の規定によらず、町長が特に認めたものについては、返礼品として承認する場合があ

ります。（別紙１参考） 
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５ 返礼品の価格 

（１）返礼品提供事業者は、提供する返礼品の価格（梱包代金、消費税を含む。）を設定し、その

価格をもとに町が寄附金額を設定します。 

（２）町は返礼品の価格に加え、送料の実費を負担します。 

（３）返礼品の価格（梱包代金、消費税を含む。）、送料等の経費は寄附額の半額以下とします。 

 

６ 返礼品提供事業者としての効果 

（１）ふるさと納税制度を通じた新たな販売経路ができます。 

（２）ふるさと納税ポータルサイトに返礼品の画像、商品名、事業者名等が掲載され、返礼品等及

び事業者のＰＲができます。 

（３）返礼品発送時に、自社商品等のパンフレットやチラシを同封することで、自社商品等販売促

進、ＰＲを図ることができます。ただし、返礼品提供事業者によるパンフレットやチラシ等の

送付は、返礼品発送時の同封に限り、商品のみの場合と送料が変動しない範囲とします。 

 

７ 募集期間 

 随時、受け付けます。 

 

８ 申請方法 

 次の書類に必要事項を記入し、関係書類を添え、粕屋町協働のまちづくり課に提出してくださ

い。なお、申請にかかる費用の一切は、返礼品提供事業者の負担とします。 

（１）粕屋町ふるさとづくり寄附金返礼品提供事業者登録申請書（様式１） 

（２）誓約書兼同意書（様式２） 

（３）事業者概要（任意様式）（パンフレット等でも可） 

（４）営業許可証の写し（営業許可を必要とする場合） 

 

 

９ 返礼品提供事業者及び返礼品の審査 

 本要項３及び４の要件に基づき、申請内容を総合的に判断し、審査します。返礼品提供事業者及

び返礼品として承認された場合は、ふるさと納税ポータルサイトに掲載するために、別途、委託事

業者に必要書類を提出いただく必要があります。 

 

１０ 返礼品の内容変更等 

 返礼品提供事業者及び返礼品として承認された後に、事業者情報若しくは返礼品の内容変更又は

承認の辞退をする場合は、速やかに町と委託事業者に報告してください。 

なお、内容変更又は承認の辞退で発生する費用は返礼品提供事業者の負担とします。 

 

１１ 返礼品提供事業者及び返礼品の登録取消 

 町は、承認された返礼品提供事業者又は返礼品が次のいずれかに該当した場合、当該事案を審査
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します。審査の結果、継続が認められないとの判断に至った際は、承認を取り消すことがありま

す。 

ア 本要項３又は４に定める要件を満たさなくなったと認める場合  

イ 提出書類に虚偽があった場合  

ウ 町に損害を及ぼす行為があった場合  

 

１２ 個人情報の保護 

 返礼品提供事業者は、個人情報の取扱いについて、粕屋町個人情報保護条例及び関係法令を遵守

してください。提供された寄附者の個人情報は、返礼品の送付以外の目的に使用することはできま

せん。 

 

１３ その他の留意事項 

（１）返礼品提供事業者あたりの返礼品の数を制限する場合があります。 

（２）返礼品提供事業者は、返礼品の発送遅延、販売中止、品質及び発送過程での事故等の問題が

発生した場合には、速やかに町及び委託事業者に報告してください 。 

（３）返礼品の提供に係る事故、トラブル等に関しては、返礼品提供事業者の責任において処理を

行うものとします。また、返礼品に関して寄附者から苦情等があった場合は、真摯に対応して

解決に努めるものとし、苦情内容について速やかに町及び委託事業者に報告してください。な

お、品質等に関する保証については、返礼品提供事業者が行うこととします。 

（４）ふるさと納税制度及び返礼品について、総務省からの見直し等の通知があった場合には、要

件等を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
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地場産品基準 （総務省告示第百七十九号抜粋） 

以下のいずれかに該当すること。 

 

一 当該地方団体の区域内において生産されたものであること。 

二 当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであるこ

と。 

三 当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行う

ことにより相応の付加価値が生じているものであること。ただし、当該工程が次に掲げるもの

である場合には、それぞれに定めるものに限ることとする。 

イ 食肉の熟成又は玄米の精白当該地方団体の属する都道府県の区域内において生産されたも

のを原材料とするもの 

ロ 製品の企画立案その他の当該製品に実質的な変更を加えるものでない工程当該製品の製造

業者により、当該製品の価値の過半が当該地方団体の区域内で生じている旨の証明がなされ

たもの 

四 返礼品等を提供する市町村又は特別区（以下この号及び第八号において「市区町村」とい

う。）の区域内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内において生産

されたものと混在したもの（流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。）である

こと。 

五 地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズ

その他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼

品等であることが明白なものであること。 

六 前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等に附帯するものとを合わせて提供するものであっ

て、当該返礼品等の価値が当該提供するものの価値全体の七割以上であること。 

七 当該地方団体の区域内において提供される役務その他これに準ずるもの（宿泊（飲食を伴う

ものを含む。以下同じ。）の提供に係る役務を除く。）であって、当該役務の主要な部分が当

該地方団体に相当程度関連性のあるものであること。 

七の二 当該地方団体の区域内に所在する宿泊施設であって、当該地方団体の属する都道府県の

区域内においてのみ宿泊施設の運営を行う者が運営するもの（フランチャイズチェーン等の方

式により、当該地方団体の属する都道府県の区域外に所在する宿泊施設のブランド名を冠する

ものを除く。）における宿泊の提供に係る役務であること。 

七の三 当該地方団体の区域内に所在する宿泊施設における宿泊の提供に係る役務であって前号

に該当しないもののうち、次のいずれかに該当するものであること。 

イ 当該役務の調達に要する費用の額が一夜につき一人当たり五万円を超えないもの 



6 

 

ロ 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律（平成八年

法律第八十五号）第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に際し

災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号）が適用された同法第二条第一項に規定する災害

発生市町村の属する都道府県の区域内の地方団体により提供されるもの（特定非常災害の被

害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の特定非常災害発

生日から起算して一年を経過する日の属する指定対象期間において提供されるものに限

る。） 

七の四 当該地方団体の区域内において地域のエネルギー源により発電された電気であること。 

八 次のいずれかに該当する返礼品等であること。 

イ 市区町村が近隣の他の市区町村と共同でこれらの市区町村の区域内において前各号のいず

れかに該当するものを共通の返礼品等とするもの 

ロ 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村と連携し、当該連携する市区町村の区

域内において前各号のいずれかに該当するものを当該都道府県及び当該市区町村の共通の返

礼品等とするもの 

ハ 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認識

されている物品及び当該市区町村を認定し、当該物品を当該市区町村がそれぞれ返礼品等と

するもの 

九 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けたことによ

り、その被害を受ける前に提供していた前各号のいずれかに該当する返礼品等を提供すること

ができなくなった場合において、当該返礼品等を代替するものとして提供するものであるこ

と。 
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別紙１ 

 

平成３１年総務省告示第１７９号第５条第８号ハに基づき 

福岡県が認定する地域資源及び該当市町村 

 

認定する地域資源 該当市町村 適用開始日 

辛子明太子 全市町村 令和元年６月１日 

博多和牛 全市町村 令和元年６月１日 

もつ鍋 全市町村 令和元年６月１日 

はかた一番どり 全市町村 令和元年６月１日 

はかた地どり 全市町村 令和元年６月１日 

水炊き 全市町村 令和元年６月１日 

豚骨ラーメン 全市町村 令和元年６月１日 

ラー麦 全市町村 令和元年６月１日 

夢つくし（米） 全市町村 令和元年６月１日 

元気つくし（米） 全市町村 令和元年６月１日 

あまおう 全市町村 令和元年６月１日 

とよみつひめ（いちじく） 全市町村 令和元年６月１日 

秋王（柿） 全市町村 令和元年６月１日 

早味かん（みかん） 全市町村 令和元年６月１日 

甘うぃ（キウイ） 全市町村 令和元年６月１日 

八女茶 全市町村 令和元年６月１日 

福岡有明のり 全市町村 令和元年６月１日 



様式１ 

 

粕屋町ふるさとづくり寄附金返礼品提供事業者登録申請書 

 

  年  月  日 

 

粕屋町長 様 

 

                       住  所 

事業所名 

                       代 表 者              印 

 

粕屋町ふるさとづくり寄附金返礼品提供事業者募集要項に基づき、下記のとおり返礼品提供事

業者として申請します。 

 

記 

 

所在地  

事業所名  

代表者  

担当者  

電話番号  ＦＡＸ  

E-mail  

返礼品の種類 

(該当項目にチェック

〔複数可〕) 

□ 野菜・果物   □ 調味料 

□ 精肉類     □ 惣菜・加工品（         ） 

□ 酒類      □ サービス類（宿泊・体験・飲食等） 

□ 菓子類     □ その他（            ） 

※食品衛生法に基づく営業許可が必要な場合は、営業許可証の写し

をご提出ください。 

 

【問合せ先】 

  粕屋町役場 協働のまちづくり課 

〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁 1 丁目 1 番 1 号 

   Tel 092-938-0173（直通） Fax 092-938-3150 



様式 2 

誓約書兼同意書 

 

粕屋町ふるさとづくり寄附金返礼品提供事業者の登録に際し、次の事項について誓約し、同意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日  
 

事業者名： 

 

代表者氏名：                            

１．誓約事項 

① 登録に際し、粕屋町ふるさとづくり寄附金返礼品提供事業者募集要項（以下、要項という。）に記

載する下記の返礼品提供事業者の要件を全て満たしていること。 

・食品衛生法、食品表示法、商標法、特許法等各種法令等を遵守した生産、製造、販売又はサービ

スの提供を行っていること。 

・町税のほか、国税、県税等の滞納がないこと。 

・代表者等が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律における暴力団の構成員等でないこ

と。 

② 個人情報の取扱については、粕屋町個人情報保護条例及び関係法令を遵守し、寄附者の個人情報

は、返礼品の送付以外の目的で使用しないこと。 

③ 食品を取り扱う事業者については、食品衛生法、食品表示法、商標法、特許法等各種法令等に従

った事業活動を行っており、地場産品基準及び食品表示法において遵守すべき事項が記載された書

類の整備・保存を行うこと。 

④ 登録された返礼品について、前項に記載した内容に沿った対応をとるとともに、返礼品の品質・

梱包及び必要数量の確保等において問題が生じたときは、事実関係を確認した上で当方が責任を負

うこと。 

２． 同意事項 

① 返礼品の登録後においても、次の場合には町は登録を取り消し、原則、返礼品としての取扱いを

終了する。 

・要項「３ 返礼品提供事業者の要件」を満たさないことが判明した場合 

・要項「４ 返礼品等の要件」に定める要件に適合しなくなったと認められる場合 

・誓約事項に反する行為があった場合 

・国が定めるふるさと納税制度の内容や取扱の変更等により返礼品としてふさわしくないと判断し

た場合 

② 誓約事項に反する行為により、町に損害が生じた場合は、町は返礼品提供事業者に対し、生じた

損害の賠償を請求することができること。 

③ 誓約事項に関する調査（実地調査を含む）・確認が必要と町が認めた場合については、これに同

意するとともに、調査に必要な書類の提出を求められた場合は、速やかに提出すること。 


